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那珂市議会 議会運営委員会会議録 

開催日時 令和７年11月26日（水）午前９時28分 

開催場所 那珂市議会第２委員会室 

出席委員 委 員 長  大和田和男   副委員長  寺門  厚 

     委  員  鈴木 明子   委  員  寺門  勲 

     委  員  小池 正夫   委  員  君嶋 寿男 

欠席委員 なし 

職務のため出席した者の職氏名  

議  長  木野 広宣   副 議 長  冨山  豪 

次  長  萩野谷智通   次長補佐  三田寺裕臣 

会議事件説明のため出席した者の職氏名  

市  長  先﨑  光   副市長  玉川  明 

総務部長  玉川 一雄 

会議に付した事件 

（１）令和７年第４回定例会について 

…会期日程等について協議 

（２）茨城県市議会議長会議員研修会の出席者について 

…産業建設委員会から２名、教育厚生常任委員会から１名選出 

 （３）横手市友好訪問について 

   …副議長、議会運営委員会及び４常任委員会から１名選出 

 （４）台南市訪問について 

   …総務生活、産業建設、教育厚生常任委員会から２名選出 

 （５）その他 

議事の経過（出席者の発言は以下のとおり） 

開会（午前９時29分） 

委員長 皆さんおはようございます。 

時間になっていませんが、全員そろいましたので始めさせていただきたいと思います。 

本日は開会前の議会運営委員会にご参集賜りまして、誠にありがとうございます。ま

た先ほど、お話にもあった、植物園の内覧会、皆さんお疲れさまでした。オープンをす

ごく楽しみにしております。皆さんも、ぜひ予約をしていただきたいと、花火でもそう

いったご挨拶をしていたようですから、よろしくお願いいたします。 

早速始めさせていただきます。 

ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はございません。 

定足数に達しておりますので、これより議会運営委員会を開会いたします。 
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会議事件説明のため、市長、副市長、総務部長の出席を求めております。職務のため、

議長、副議長及び議会事務局職員が出席をしております。 

ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。まず皆さんにご報告ですけど、会沢事務局長が体調不良で欠席と

なりますので、よろしくお願いいたします。定例会も２年の最後の定例会になりました。

今回も一般質問は12名ということで、那珂市議会も活発にされていると思います。また、

今日も議会運営委員会は条例の件がありますので、委員の皆様には慎重審議を賜ります

ようお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 ありがとうございます。 

続きまして、市長よりご挨拶をお願いいたします。 

市長 皆さんおはようございます。本日の議会運営委員会の開催に当たりまして、一言ご挨拶

を申し上げます。委員各位におかれましては、平素より市政運営に特段のご配慮を賜り

厚く御礼申し上げます。また委員長からあったように、過日の植物園内覧会、本当にあ

りがとうございました。さて、12月４日から開催をお願いしております第４回定例会に

提出しました議案等につきましては、報告が１件、議案が18件の19件となっております。

また、本日の全員協議会の協議報告案件につきましては３件となりますので、よろしく

お願いを申し上げます。簡単でございますが、挨拶とさせていただきます。 

委員長 ありがとうございます。 

それでは早速議事に入りたいと思います。 

本委員会の会議事件は別紙のとおりであります。 

これより議事に入ります。 

（１）令和７年第４回定例会についてでございます。 

ここで総務部長より、令和７年人事院勧告に伴う条例整備等について説明をお願いい

たします。 

総務部長 それでは私のほうからご説明をさせていただきます。 

議案番号の変更をご覧いただきたいと思います。 

上段の表になります。 

黄色い部分になりますけども、当初、議案第66号として提出を予定しておりました、

那珂市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、

いわゆる議員を含む特別職の人勧への対応分になりますけども、国におきましては、一

般職の趣旨に沿って取り扱うものとして閣議決定がされましたけども、現時点で法案の

内容が示されておりませんので、議案の提出を見送ることといたしました。このことか

ら全体的に議案番号を変更、具体的な繰上げをさせていただいております。その上で第

４回定例会におきましては、開会初日の12月４日に人事院勧告に伴う条例改正が３本、
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補正予算２本を提出させていただきます。なお、一般会計補正予算（第５号）になりま

すけども、こちらには人勧対応分のほかに、物価高騰の影響により債務負担限度額を変

更する菅谷東小学校仮設校舎の賃借料も計上をしております。これら５本の議案につき

ましては、同日に採決をいただきたいと考えておりますので、取り計らいのほどよろし

くお願いを申し上げます。なお、議案の詳細につきましては、この後の全員協議会にお

いてご説明をさせていただきます。 

説明は以上となります。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございます。 

ご意見ございますか。 

これ人事院決まったらまた、議案が出てくる。 

総務部長 今想定しているのは、今回の定例会で追加議案を考えておりますけども、それも法

案が出るかによります。 

委員長 分かりました。 

ご意見ないようなので、よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは令和７年人事院勧告に伴う条例整備等については、初日の本会議に上程し委

員会付託を省略して採決を行うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではそのように決定をいたします。 

続きまして、議案等の委員会付託について事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 議会運営委員会・全員協議会の共通資料のほうをお願いします。 

第４回定例会に提出されます議案一覧になります。 

提出議案につきましては、一覧のとおり、報告１件、議案18件となっております。内

容につきましては、議案概要書のとおりとなります。先ほど決定しましたように、令和

７年人事院勧告に伴う条例整備等の５件につきましては、定例会初日、採決まで行いま

すので委員会の付託はありません。 

２ページをお願いします。 

この後行われます、全員協議会の協議報告案件になります。３件になります。 

３ページをお願いします。 

委員会付託表（案）になります。委員会付託につきましては、12月15日総務生活常任

委員会が３件、16日産業建設常任委員会が３件、17日教育厚生常任委員会が９件となっ

ております。 

報告第19号につきましては、本会議での報告をもって終了となりますので、委員会へ

の付託はありません。 
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説明は以上になります。 

委員長 ありがとうございます。 

ご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 ご意見ございませんので、議案等の委員会付託については委員会付託表（案）のとお

りよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは委員会付託表（案）のとおり付託先を決定いたします。 

続きまして、請願陳情の取扱いについて事務局から説明お願いいたします。 

次長補佐 それでは４ページの請願陳情文書表案をお願いします。 

今回締切りまでに提出されましたのは、陳情１件になります。 

陳情第６号 臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の高騰を防止し国民が知ら

ずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求める意見書提出の陳情になり

ます。提出者につきましては東京都新宿区、一般社団法人中国における臓器移植を考え

る会 代表丸山様となっております。 

陳情６号につきましては、全議員に陳情書の写しを配付となります。陳情の内容につ

きましては、５ページ以降を確認いただければと思います。 

説明は以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

ご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは、請願陳情の取扱いについては、これでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは請願陳情文書表（案）のとおり取扱いを決定いたします。 

続きまして、一般質問通告書の検討について事務局から説明をお願いいたします。 

次長補佐 それでは８ページをお願いします。 

一般質問通告書になります。今回12名の方から通告がございました。通告順に名前、

予定時間、質問内容を記載しております。 

１番、大和田議員、50分、物価高騰等の対策について、ほか１件。 

２番、榊󠄀原議員、60分、市民協働と環境を潜考する、ほか１件。 

３番、小宅議員、60分、最先端企業に乗れ！市のＰＲ＆企業誘致に活かす、ほか２件。 

４番、原田議員、60分、道の駅について、ほか３件。 

５番、小池議員、45分、市内の地域福祉関係団体について、ほか２件。 

６番、桑澤議員、60分、県植物園を利用したプロモーション施策について、ほか１件。 



5 

 

次のページお願いします。 

７番、鈴木議員、45分、那珂市うまいもん会議について～TREVI～、ほか２件。 

８番、花島議員、50分、自治体情報システムの統合問題について、ほか５件。 

９番、渡邊議員、45分、小中一貫教育について、ほか１件。 

10番、冨山議員、40分、観光戦略について、ほか１件。 

11番、寺門厚議員、50分、これからの那珂市の教育について、ほか１件。 

12番、遠藤議員、60分、バードラインの４車線化について、ほか２件になっておりま

す。 

12 ページをお願いします。 

今回議員より執行部に対し提出を求める資料については２件になります。 

13 ページをお願いします。 

重複していると思われる質問が４項目ほど出ておりますので検討をお願いします。 

説明は以上です。 

委員長 重複内容、それぞれ調整をしていただくのと、今回調査事項とかはないですか。大丈

夫そうな感じですか。 

順番を決めていきたいと思います。 

（くじによる抽せん） 

次長補佐 ６人だとすると、最初の日が５時間半、２日目が４時間50分になります。 

まず１日目、１番小宅議員、２番桑澤議員、３番寺門厚議員、４番小池議員、５番原

田議員、６番遠藤議員、ここまでが初日になります。 

２日目です。７番鈴木議員、８番冨山議員、９番渡邊議員、10番大和田議員、11番花

島議員、12番榊󠄀原議員になります。 

委員長 それでは順番を決定しましたので、ただいまの報告のとおり決定をいたします。 

毎回同じ質問というのは、議運でも取上げましたけど、なかなかうまくいかない。 

君嶋委員 榊󠄀原議員の大谷さんっていうよろしくないですよね。 

委員長 ちょっと確認してみますね。 

通告書も何かにぎやかになってきたというかユニークになってきたというか、そうい

ったものも、額田の大谷さん、私のほうからちょっと確認をして、個人名であったり、

もし大谷翔平さんだったらっていうのも、それは個人名というか有名な方なので、そこ

までというとこもあるのはちょっと確認して、今後のことも含めて協議してみたいと思

います。 

道の駅で毎回同じ質問というのも、多分２回ぐらい全員協議会でも取上げてるような

気はするんですが、拘束できるものではないというのも難しいところ。 

（複数発言あり） 
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君嶋委員 やはり執行部に対して大変かなと思うのは、質問して答弁がなかなか進めることが

できていないですよね。協議してる最中の場合は、ただ議員はそれを質問していますと

いうアピール的に紙面に出す形になってはきますけど、ほかの議員は何でやらないんだ

とか、今度比べられてきちゃうんで、ちょっとパフォーマンス的なものはやっぱり、そ

の辺も、抑えてもらえればなと思うんです。執行部にとっては、もう本当に今協議して

る内容については、どこまで進めるかってのもあるだろうし、毎回やはり同じことでし

か答えられなくなってくると、やはり質問者に対してもあまりこう対応悪くはできない

と思って気を使ってるのかなっていうのが見えてくるんで、やはりそこは質問者もちょ

っと、委員会とか委員長からも注意したほうがいいのかなと私は思います。 

委員長 分かりました。ちょっと榊󠄀原議員と原田議員も。 

鈴木委員 ただ言葉とか議員の発言を閉ざされたとか制限をされたみたいなことが、広まって

しまったりとかしたらすごく怖いなっていうふうに、本当倫理的なところなのかなって

いうのがある中で、罰則とか決まりもない中で、発言を制限されたっていうのが結構広

まりやすい環境だったりとかするので、委員長に預けてしまって申し訳ないんですけど。 

（複数発言あり） 

委員長 慎重にしていきますので。ではそれでは先ほどの、一般質問については決定いたしま

して、続きまして、会期日程（案）について事務局から説明をお願いします。 

次長補佐 14ページをお願いします。 

第４回定例会会期日程（案）になります。 

12月４日、本会議、開会から議案の上程、説明があります。なお、先ほど決まりまし

たように、令和７年人事院勧告等に伴う条例整備等につきましては、上程から採決まで

を行います。 

５日休会になります。議案質疑通告締切りが正午までとなっております。 

６日から８日が休会。 

９日、一般質問６人。 

10日、一般質問６人、議案質疑、議案の委員会付託。請願陳情につきましては付託が

ありませんので、新しい会期日程では削除いたします。 

11日、休会になります。 

12日から14日が休会。 

15日が総務生活常任委員会、16日、産業建設常任委員会、17日、教育厚生常任委員会、

18日、原子力安全対策常任委員会。 

19日から22日までが休会。 

23日、議会運営委員会、全員協議会。 

24日、最終日となりまして、本会議で委員長報告、質疑討論採決、閉会の予定となっ
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ております。 

説明は以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

ご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 これでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それではこの会期日程（案）に決定をいたします。 

ここで執行部に関する案件は終了いたしました。執行部の皆さんお疲れさまでした。

ご退席お願いします。 

暫時休憩いたします。 

休憩（午前９時54分） 

再開（午前９時54分） 

委員長 再開いたします。 

続きまして、（２）茨城県市議会議長会議員研修会について事務局から説明をお願い

いたします。 

次長補佐 茨城県市議会議長会主催の第２回の研修会になります。 

２月16日月曜日に予定されております。本来であれば３常任委員会から１名ずつなん

ですけれど、前回、産業建設が視察研修と重なり、総務生活から２名出てもらってます

ので、今回は産業建設から２名、教育厚生から１名を選出いただきまして、最終日に議

員派遣の議決を行う流れとなります。 

説明は以上です。 

委員長 ご意見ありますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは定例会最終日に議員派遣の議決を行うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 そのように決定いたします。 

続きまして、横手市友好訪問について事務局から説明をお願いします。 

次長 ２月の横手市友好訪問についてご説明をさせていただきます。 

昨日になりますけども秋田県横手市議会議長であります、菅原様より、横手雪まつり、

梵天に合わせた那珂市議会議員と一層の交流を深めたいということでご案内のほうをい

ただいております。日程といたしましては、令和８年２月15日の日曜日から16日月曜日

となります。派遣についてですけれども、昨年、木野議長、議会運営委員会委員長、４

常任委員会の各委員長の６名の方に横手市を訪問していただいております。今回の派遣
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につきましては、冨山副議長及び昨年に倣いまして、議会運営委員会と４常任委員会よ

り各１名を選出していただき、本年度も６名としたいと考えてございます。昨年の参加

者を除いて選出していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。再来年に

なりましては、議長とまだ行ってない方を派遣したいというふうに考えておりますので

よろしくお願いいたします。それから参考までに申し上げますと、横手の雪祭り、かま

くらにつきましては、従来梵天の前日と前前日ということで、２月15日、16日が固定開

催だったんですけども、令和８年からは２月の第２金曜日と土曜日に変更になっており

ます。かまくらについては２月13日、14日に変更になっておりまして、梵天につきまし

ては神事であるということから開催日は変更されません。よって２月16日にコンクール、

翌17日に奉納祭がとり行われるということで今回はちょっと日曜日があいてる日になっ

ております。今回の訪問は梵天にあわせて２月15日、16日ということでの訪問になりま

すので、ご承知おきいただければと思います。 

説明は以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

これ議会運営委員会で誰が１人選ばなきゃならない。 

（複数発言あり） 

委員長 議会運営委員会は鈴木委員になります。鈴木委員よろしくお願いします。 

それではそのように決定いたします。 

続きまして、台南市訪問について事務局説明お願いします。 

次長補佐 今年行いました台南市との友好訪問なんですけれども、来年の予定ですけが５月２

日から５日ということを伺っております。こちらも総務生活、産業建設、教育厚生の３

常任委員会で各２名ずつ、去年行った方を除いた２名の選出をお願いいたします。 

以上です。 

（複数発言あり） 

委員長 ご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 令和８年第１回定例会に議員派遣の議決を行うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 続きまして、その他になります。 

事務局お願いします。 

次長補佐 ハラスメント防止条例案なんですけれども、例規をかけて変わったところがあるの

で、第２条４項を見ていただくと分かるんですけども、今までは「相手方に対して人権」

だったんですけど、「相手方の人権」で分かるということでこちら訂正してあります。 

第６条の公表なんですけど、「公表することができる」としてたんですけれども、す
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ることができるというのは、権限がかなり強いとのことです。私たちもここは、権限を

弱くする意味で、「することができる」としたかと思うんですけれども、逆に権限が強

くなってしまってるっていうことを言われましたので、ここの部分、「議員によるハラ

スメントがあったことを確認した場合において、必要と認めるときは、当該ハラスメン

トを行った議員の氏名を公表するものとする」ということで、このほうが弱いというこ

とで、こちらのほうに訂正をしておきます。 

以上です。 

委員長 多少ちょっと変更になった点で、例規をかけたら、「することができる」は強いと

いうことで、ちょっと議長の権限が強過ぎちゃうんというところがあって、必要と認め

るときはするものとすると、そのほうが弱いという、法令上そういう解釈なのでそこを

訂正をしたというところです。 

ご意見ございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

委員長 今定例会で上程と思いますので、皆さんもご理解ご協力賜ればと思いますのでどうぞ

よろしくお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 それでは本日の審議案件は終了いたしました。 

以上で議会運営委員会を閉会いたします。 

閉会（午前10時04分） 

 

令和８年１月27日 

   那珂市議会 議会運営委員会委員長 大和田 和男 


